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埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）骨子 

 

● 策定の基本的な考え方 

① 財政運営の安定化を図りつつ、国保の都道府県単位化の趣旨の深化を図るため、法定外繰入れの着実な解消や保険

税水準の統一、医療費適正化の更なる推進に取り組む。 

② 次期運営方針の対象期間（令和６年度～令和８年度）において課題となる事項について、具体的な取組や将来的な

目標を盛り込む。 

③ 令和９年度の保険税水準の準統一の実現に向け、具体的な統一基準や今後結論を出すべき項目の課題や方向性を盛

り込む。 

④ 本県の市町村国保の現状を新たに盛り込む。 
 

● 章・項目構成の変更 

  「策定の基本的な考え方」を踏まえ、新たな章として、「４ 保険税水準の統一における標準保険税率等の算定方

法」を追加し、以後の章番号を繰り下げる。 

  そのほか、市町村国保の現状の追加や激変緩和措置の終了等に伴う項目の追加・削除を行う。 

 ※ 詳細は、５ページ「３期運営方針（章・項目案）」を参照 

 

● 各章の主な変更点 

１ 基本的事項                                             

・ 「対象期間」は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

・ 「策定の目的」は、財政運営の安定化を図りつつ、国保の都道府県単位化の趣旨の深化を図るため、法定外繰入れ

の着実な解消や保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進に取り組む旨の記述とする。 
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２ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し                          

・ 「市町村国保の現状」の項目を追加し、被保険者数の推移や被保険者一人当たりの所得・医療費等の状況を新たに

掲載する。 

・ 令和９年度に保険税水準の準統一を実現するため、決算補填等目的（赤字）以外を含めた法定外一般会計繰入金全

体を令和８年度までに解消することとする。 

・ 財政安定化基金において、令和４年度から決算剰余金を積み立て、将来の納付金の著しい上昇の抑制等に活用でき

ることとなったため、当該基金事業を追加する。 

 

３ 市町村ごとの納付金及び標準保険税率の算定方法                           

・ 「賦課の現状」として、県内市町村の応能応益割合や保険税率、保険税軽減世帯数などの状況を新たに掲載する。 

・ 令和５年度で終了となる納付金算定に係る激変緩和措置の項目を削除する。 

・ 納付金の仕組みや標準保険税率の種類など制度を説明する記述を追加する。 

・ 標準保険税率の算定に用いる標準的な収納率について、現行方針における収納率目標の達成状況を踏まえ、設定方

法を変更する。 

 

４ 保険税水準の統一における標準保険税率等の算定方法                         

・ 保険税水準の統一を進める上での段階（納付金ベースの統一、準統一、完全統一）ごとに、市町村と合意している

事項や統一基準、今後検討すべき事項を記載する。 

・ 令和９年度の準統一に当たっては、全市町村で賦課方式を２方式（所得割・均等割）、賦課限度額を政令同額で統

一する。 

・ 特定健康診査を始めとする保健事業については、全市町村の事業内容を統一することは困難なため、地域の健康課

題に応じて同程度の規模の被保険者サービスを提供することを目指す。 

・ 保険税及び一部負担金の減免について、県内統一の減免基準を定め、統一基準による減免については、県で全額財政

支援を行う。 
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５ 市町村における保険税の徴収の適正な実施                              

・ 「現状」として、本県の滞納世帯割合の推移や収納方法別割合、各市町村の収納率（現年度分）・口座振替率の状

況を新たに記載する。 

・ 収納率の向上には、収納方法の中で最も収納率の高い口座振替を推進する必要があることから、県内全市町村で口

座振替を原則化することを目標とする。 

・ 規模別収納率目標（現年度分）について、収納率の現状や直近の伸び率などを考慮し、被保険者の規模別に設定し

ている区分の見直しを行った上で、区分別の目標値を設定する。 
 

６ 市町村における保険給付の適正な実施                                

・ 新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、今後増加することが見込まれる海外療養費の支給について、給付の適正

化に取り組むことを目標に追加する。 

・ 第三者求償案件取組について、取組の強化を促す国からの通知の趣旨を踏まえ、目標を修正する。 

 

７ 医療費の適正化の取組                                       

・ 「糖尿病の重症化予防の推進」を「生活習慣病の重症化予防の推進」とし、糖尿病以外の生活習慣病重症化予防の

取組を追加する。 

・ 「その他の医療費適正化の取組」の中に記載していた医療費通知については、既に全保険者で実施しているため削

除し、適正受診・適正服薬を促す取組を独立させる。 

 

８ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営                             

・ 高額療養費簡素化の申請手続等の事務の取扱いについて、令和９年度までに全市町村で統一的な対応ができること

を目指す。 
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９ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携                       

 ・ 大きな変更点はなし。 

 

10 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等                       

 ・ 大きな変更点はなし。 
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